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１ 請願・陳情の審査 

（２） 陳情第８３号  保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促

進ではなく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための

必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情 

資 料  陳情第８３号 保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用 

促進ではなく、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措 
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参考資料１  保育所における短時間勤務の保育士の導入について 

参考資料２  保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて 

参考資料３  新子育て安心プランの概要 

こども未来局 
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陳情第８３号 保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではなく、

保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求める意見書の提出を求め

る陳情について

１ 短時間勤務の保育士の活用について 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（最低基準）で規定されている定数上の保

育士の取扱いについては、子どもを長時間

にわたって保育できる常勤の保育士をもっ

て確保することが原則であり、望ましいと

されている。

しかしながら、利用児童の多様な保育需要や保育士の多様な勤務形態に係る需要に柔軟に対応す

るため、各クラスで常勤保育士１名以上配置されていることなど、一定の条件を満たす場合には、

保育士の一部に短時間勤務保育士を充てても差し支えないこととされている（平成 10年２月 18日
付け厚生省通知【参考資料１】）。

今般、「新子育て安心プラン」において、短時間勤務保育士の活躍促進が示され、待機児童数が１

人以上である市区町村においてやむを得ないと認める場合に、これまで各クラスで１名の常勤の保

育士に代えて２名の短時間勤務の保育士をもって最低基準上の保育士の一部として差し支えない旨

が示された。（令和３年３月 19日付け厚生労働省通知【参考資料２】）。

＜短時間勤務保育士の活用＞ 

● 現行制度の概要（平成 10年２月 18付け厚生省児童家庭局長通知） 

保育所に配置されている保育士について、次の要件を満たす場合には、最低基準上の定数の一部に

短時間勤務保育士（１日６時間未満又は月 20日未満勤務）の保育士を充てても差し支えないとされ
ている。

要件①：常勤の保育士が各組や各グループに１名以上（乳児を含む各組や各グループであって当該

組・グループに係る最低基準上の保育士定数が２名以上の場合は、１名以上ではなく２名

以上）配置されていること。

要件②：常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を

充てる場合の勤務時間数を上回ること。

● 今回の見直しの概要（令和３年３月 19 日付け厚生労働省子ども家庭局長通知） 

潜在保育士の保育現場への再就職を促進する観点から、短時間勤務の保育士の配置に関する上記の

要件①について、

令和２年以降の各年４月１日時点のいずれかの待機児童数が１人以上である市区町村において、

常勤の保育士が十分に確保できずに子どもを受け入れることができないなど、市区町村がやむを

得ないと認める場合には、

各組や各グループで１名以上の常勤の保育士を配置を求める規制を撤廃し、１名の常勤の保育士に

代えて２名の短時間勤務の保育士を充てても差し支えないこととする。

その際、交代に当たっての適切な引継ぎや、保育の計画や評価を共有する機会の確保など、利用児

童の処遇水準の確保に努めるとともに、一部の職員に業務の負担が過剰に偏ることがないよう、適

切な業務分担を行うこととする。

【保育士配置の最低基準】 

０歳児：３人につき１人  ３歳児：20人につき１人 

１歳児：６人につき１人  ４歳児：30人につき１人 

２歳児：６人につき１人  ５歳児：30人につき１人 

※ ただし、保育所一につき２人を下ることはできない。 
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２ 本市における保育士の配置基準について 

本市における保育士の職員配置については、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する

条例において、国が示す最低基準を定めるほか、川崎市民間保育所の認可・運営基準に関する取扱

要綱において、最低基準のほかに配置するその他国基準等保育士に加えて、市加配保育士として休

憩休息保育士及び年休代替保育士を常勤にて配置するよう努めることとしている。 

ただし、その他国基準等保育士及び市加配保育士については、複数の短時間勤務保育士（非

常勤職員）の勤務時間数を合算することで、常勤保育士に換算することを認めている。 

＜認可保育所の職員配置＞ 

条例保育士 

（基準条例 47-2） 

0 歳児 3 人に 1人 

1歳児 6 人に 1人 

2歳児 6 人に 1人 

3歳児 20 人に 1人 

4歳児 30 人に 1人 

5歳児 30 人に 1人 

3 歳児：15人に 1人配置の場合は 3歳児配置改善加算

あり（市認可・運営基準取扱要綱 5-3） 

当分の間、幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭を保育

士とみなすことができるほか、超過受入により必要と

なる者の要件を市長が認める者に弾力化する。これら

の場合保育士を 2/3 以上置く（基準条例附則 8～10） 

その他国基準等
保育士 

（市認可・運営基
準取扱要綱 5-4） 

利用定員 90人以下の施設につき 1人 

保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設につき 1人 

主任保育士を主任業務に専念させるための教育・保育給付等の加算を受ける施設につ

き 1人 

専任の保育士を増員することで、キャリアを積んだチームリーダーの位置付け等チー

ム保育 体制を整備するための教育・保育給付費等の加算を受ける施設につき１人 

市加配保育士 

（市認可・運営基
準取扱要綱 5-4） 

休憩休息保育士：基準条例 47-2 に基づく保育士等の 4人に 1人加算 

年休代替保育士：1施設に 1人加算 

３ 本市における保育士の処遇改善について 

本市における保育士の処遇改善については、国の処遇改善等加算に加え、平成３０年度から、国

の処遇改善等加算Ⅱを補完するものとして、市独自の加算を創設し、更なる処遇改善を図っており、

令和２年度には、加算額を増額するなど、施設間の均衡が図られるよう努めている。 

さらに、運営費においても、障害児や生後 43日目から 5か月未満までの産休明けの子ども対応に

係る加配保育士の人件費等、市独自の様々な加算項目を設けているほか、保育士等の離職防止策と

しての保育士宿舎借上げ支援事業や、保育士等の事務負担軽減策としてのＩＣＴ化推進事業を実施

するなど総合的に保育士等への処遇改善に努めている。 

＜保育士の処遇改善に係る主な加算・補助金＞ 

● 処遇改善等加算 

公
定
価
格

処遇改善等加算Ⅰ 
平成 27 度から導入され、施設に在籍する職員の平均勤続年数に応じて賃金改善

させる仕組み。 

処遇改善等加算Ⅱ 

平成 29 年度から導入され、技能・経験を積んだ職員（①副主任保育士等、②職

務分野別リーダー）に係る追加的な処遇改善として、対象人数に応じた額を加算す

るもの。①は７年目以上の経験を有し、施設職員のおおむね 1/3 の人数で月額４万

円を、②は３年目以上の経験を有し、施設職員のおおむね 1/5の人数で月額５千円

を上乗せ。 

市処遇改善等加算Ⅱ 

経験年数が多い職員が多いために、公定価格上の処遇改善等加算Ⅱでは、十分に

賃金改善額の配分を行えない施設に対して、賃金改善額を補完して加算するもの。

令和２年度から７年目以上の対象者２万円保障から４万円保障に増額。 
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● その他市加算 

障害児保育費 
障害を有する子どもや特別な支援が必要な子どもに対して、保育士等の加配を行

い、対象となる子どもの処遇向上を図るため、人件費を加算するもの。 

産休明け保育対応保育

士雇用費 

産休明け（生後 5箇月未満）の子どもが利用している施設に対し、産休明け保育

対応保育士を対象児 2人につき 1人加配するための雇用費を加算するもの。 

● 補助金 

保育士宿舎借上げ支援

事業補助金 

保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備するた

め、保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助するもの。 

採用後９年以内の常勤保育士で最大 82,000 円/月を補助（負担割合：国 1/2、市

1/4、事業者 1/4）。 

ICT 化推進事業補助金 

保育士の業務負担軽減を図るため、保育の周辺業務や補助業務（保育に関する計

画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務）に係るＩＣＴ等を活用

した業務システムの導入費用の一部を補助するもの。 

１施設当たり 100万円を上限に補助（負担割合：国 1/2、市 1/4、事業者 1/4） 
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